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子ども・子育て支援新制度
〇施設利用にあたっては教育・保育の必要に応じた を受ける必要があります。
　※支給認定区分とは　　１号・・・お子さまが満３歳以上で、認定こども園・幼稚園での教育を希望する場合
　　　　　　　　　　　　２号・・・お子さまが満３歳以上で、保護者が就労・疾病等の保育を必要とする事由に該当
　　　　　　　　　　　　　　　　　し、保育を希望する場合
　　　　　　　　　　　　３号・・・お子さまが満３歳未満で、保護者が就労・疾病等の保育を必要とする事由に該当
　　　　　　　　　　　　　　　　　し、保育を希望する場合

〇２・３号（保育）認定の利用手続きの流れ

※　１号（教育）認定の場合、町での利用調整はなく、施設が内定・入所を決定します。

轄 月64時間以上の就労 轄 妊娠、出産（産前産後８週のうち必要な期間）
轄 保護者の疾病・障害 轄 同居または長期入院等している親族の介護・看護
轄 災害復旧 轄 求職活動（起業準備を含む。３か月を超えない期間）
轄 就学（職業訓練校等における職業訓練を含む） 轄 虐待やDVのおそれがあること　

※１　就労の場合、両親ともに月120時間以上の就労時間
　　が必要です。
※２　就労の場合、両親ともに月64時間以上の就労時間が
　　必要です。求職活動でのお申込みの場合は３か月間限
　　定の入所となり、保育短時間となります。
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入園を希望する場合の手続きについて

茨城町の教育・保育施設

　施設を利用する場合、お子さまの年齢や保育の必要性の有無に応じた「支給認定」を受ける申請が必要になります。
町では、利用申込みと支給認定を兼ねた申請書になっています。
　保護者の皆さまの申請に基づいて、町が「支給認定証」を交付します。
　▶申込書配布場所：こども課窓口、学校教育課窓口、町内各施設
　　※町ホームページの「くらし・行政サイト＞子育て・教育＞保育所・幼稚園・認定こども園＞入所申込関連のペー
　　　ジ」でも利用案内、申請書をダウンロードできます。

　▶受付期間・受付場所について

〇入園にあたっては、必要に応じて事前に複数の施設の見学や説明等を受けておくことをお勧めします。
　（説明会や見学については各施設にお問い合わせください）
〇施設によって受け入れできる年齢が異なりますので、各施設または下記までお問い合わせください。

※茨城町以外の施設利用を希望する場合

　・・・事前に希望先施設のある自治体に受付日程を確認の上、こども課にご連絡ください。

希望施設 認定区分

施　設　名 住　　　所 連　絡　先

飯沼こども園

さくらこども園

いばらき中央認定こども園

いばらき幼稚園

まさみ幼稚園

長岡幼稚園（公立）

沼前幼稚園（公立）

大戸幼稚園（公立）

ふじ保育園

ひぬま保育園

ウィステリアナーサリースクール

キッズルームiinuma

ぴっぴいばらき

茨城町上飯沼1276－1

茨城町小幡2162－3

茨城町小堤990

茨城町小堤970－8

茨城町中石崎852

茨城町長岡3168

茨城町宮ヶ崎1443

茨城町大戸1893

茨城町長岡3480－34

茨城町長岡3652－22

茨城町桜の郷231－8

茨城町上飯沼1277－1

茨城町奥谷107－1

☎ 029－292－6868

☎ 029－219－0007

☎ 029－292－1207

☎ 029－292－0162

☎ 029－293－7111

☎ 029－292－4019

☎ 029－293－9209

☎ 029－292－8358

☎ 029－292－6655

☎ 029－292－2084

☎ 029－303－6311

☎ 029－292－6868

☎ 029－297－7222

受付期間 受付場所

幼稚園 1号認定
（教育認定） 令和元年10月１日（火）～10月31日（木） 第一に希望

する施設
認定こども園

保育園
2・3号認定
（保育認定） 令和元年11月１日（金）～11月29日（金）

茨城町
（私立）こども課　
（公立）学校教育課

【問合せ先】　私立：こども課（茨城町役場１階２番窓口） ☎ 029－240－7144（直通）
　　　　　　　公立：学校教育課（茨城町駒場庁舎１階） ☎ 029－240－7121（直通）
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